
○美濃加茂市補助金等交付規則 

平成２５年１２月４日 

規則第４３号 

美濃加茂市補助金交付規則（昭和４８年美濃加茂市規則第１号）の全部

を次のように改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他

補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補

助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るとと

もに、これらにおける公正性及び透明性を確保することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金、助成金その他の給付金で、

相当の反対給付を受けないものをいう。  

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。  

(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行う法

人その他の団体又は個人をいう。 

(4) 市税等 市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健

康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使

用料、農業集落排水処理施設使用料、下水道受益者負担金、保育料、

放課後児童クラブ保育料、学校給食費及び市営住宅使用料をいう。 

（法令、条例又は他の規則との関係） 

第３条 補助金等の交付に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定

めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。  

（市長の責務） 

第４条 市長は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであ

ること及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の規

定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるもので

あることに鑑み、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等の

交付の目的及び効用、補助の対象となる事業の目的、性質及び実施状況、



本市の財政状況その他諸般の状況を総合的に考慮することにより、補助

金等の公正かつ効率的な執行に努めなければならない。  

（補助事業者の責務） 

第５条 補助事業者は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるも

のであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助

事業等を行うように努めなければならない。  

（補助金等の交付） 

第６条 市長は、公益上助成し、育成し、又は奨励する必要があると認め

る事務又は事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金等を

交付することができる。 

２ 市長は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次

に掲げる事項を定めなければならない。  

(1) 交付の目的 

(2) 補助事業等の名称 

(3) 補助金等の交付の対象者 

(4) 補助金等の額の算定方法 

３ 補助金等の額は、補助事業等の実施に要する費用の額の範囲内とする。 

（補助金等の有効性及び効率性の検証等）  

第７条 市長は、社会経済情勢の変化その他諸般の状況に的確に対応する

ために、補助金等の交付の有効性及び効率性を検証し、必要があると認

めるときは、補助金等の新設、充実、統合、廃止その他適切な措置を講

じるものとする。 

（交付の申請） 

第８条 補助金等の交付の申請をしようとするもの（以下「申請者」とい

う。）は、補助金等交付申請書（様式第１号）を市長に対し、その定め

る期日までに提出しなければならない。  

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただ

し、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができ

る。 

(1) 補助事業等に係る事業計画書 

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類  



(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、実施設計書及び

図面 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条に規定する補助金等の交付の申請があったときは、

当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う実地調査その他の方法

により、補助事業等の目的及び内容が適正であるか否かを調査し、速や

かに、補助金等の交付の可否を決定するものとする。  

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるとき

は、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の

交付を決定することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、申請者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないものとする。  

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号の暴力団の利益になると認められる場合  

(2) 市税等の滞納をしている場合 

(3) 補助金等の交付を不正に受けようとした場合  

（補助金等の交付の条件） 

第１０条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の

交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すこと

ができる。ただし、必要な限度を超えて不当に条件を付してはならない。  

（決定の通知） 

第１１条 市長は、補助金等の交付の可否を決定したときは、補助金等交

付・不交付決定通知書（様式第２号）により、速やかにその旨を申請者

に通知しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第１２条 申請者は、前条の規定による通知を受理した場合において、当

該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不

服があるときは、通知を受けた日から１０日以内に文書をもって、申請

の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助



金等の交付の決定は、なかったものとみなす。  

（事情変更による決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の

事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の

全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付し

た条件を変更することができる。 

２ 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができ

る場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。  

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により補助事

業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合  

(2) 補助事業者が補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補

助事業等を遂行することができない場合  

（補助事業等の遂行） 

第１４条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付され

た条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければ

ならない。 

（関係書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかに

した書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、補助事業等の完了の日

の属する年度の翌年度以後５年間保存しなければならない。  

（状況報告等） 

第１６条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、必要

があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者に

報告させ、又は職員に実地調査を行わせることができる。  

２ 市長は、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した

条件に従って補助事業等を実施していないと認めたときは、補助事業者

に対して必要な指示を行うことができる。  

（計画の変更） 

第１７条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な

く補助事業等計画変更・中止（廃止）申請書（様式第３号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。  



(1) 補助事業等の計画を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）しよ

うとする場合 

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合  

２ 補助事業者は、前項第１号に規定する申請をしようとする場合は、前

項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長

が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。  

(1) 事業変更計画書 

(2) 変更後の収支予算書又はこれに代わる書類  

(3) 工事の施行に係るものであるときは、変更後の実施設計書及び図面  

(4) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、第１項第１号に規定する申請があった場合は、内容を審査の

上、補助金等の交付の可否を決定し、補助金等変更交付・不交付決定通

知書（様式第４号）により、速やかにその旨を補助事業者に通知しなけ

ればならない。 

（実績報告） 

第１８条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績

報告書（様式第５号）を市長に対し、その定める期日までに提出しなけ

ればならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場

合も、同様とする。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただ

し、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができ

る。 

(1) 補助事業等に係る事業実績書 

(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類  

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金等の額の確定等） 

第１９条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、

当該報告書等の審査、必要に応じて行う実地調査その他の方法により交

付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等確定通知書（様式第

６号）により、速やかに補助事業者に通知しなければならない。  

（是正のための措置） 



第２０条 市長は、第１８条の規定による実績報告書の提出があった場合

において、当該報告書に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事

業者に対しこれに適合させるための措置を取るべきことを命ずることが

できる。 

２ 第１８条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等に

ついて準用する。 

（補助金等の交付） 

第２１条 市長は、第１９条の規定により補助金等の額を確定した後にお

いて、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補

助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前で

あっても補助金等の全部又は一部を交付することができるものとする。  

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとすると

きは、補助金等確定通知書を受理後速やかに補助金等交付請求書（様式

第７号）を市長に提出しなければならない。  

（交付決定の取消し） 

第２２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。  

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したと

き。 

(3) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。  

(4) 第９条第３項各号のいずれかに該当することが判明したとき。  

（取消しの通知） 

第２３条 市長は、第１３条又は前条の規定に基づき補助金等の交付の決

定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書（様式第８号）に

より、速やかに補助事業者に通知するものとする。  

（補助金等の返還） 

第２４条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補

助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されてい

るときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 



２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定め

てその返還を命じなければならない。 

３ 前２項に規定する返還の命令は、補助金等返還命令書（様式第９号）

により行うものとする。 

（延滞金等） 

第２５条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、

これを納期日までに納付しなかったときは、美濃加茂市税外収入の督促

手数料及び延滞金徴収条例（昭和６１年美濃加茂市条例第２７条）の規

定に基づき計算した督促手数料及び延滞金を市に納付しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるとき

は、延滞金の全部又は一部を免除することができる。  

（様式の特例） 

第２６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則に定

める様式の特例を定めることができる。  

(1) 法令等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。  

(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。  

（適用除外） 

第２７条 市長は、特に認める簡易な補助金等については、この規則に規

定する手続又は添付書類の一部を適用しないことができる。 

（委任） 

第２８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年１月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付の決定を受けている補助金等の取扱いに

ついては、この規則による改正前の美濃加茂市補助金交付規則の規定の

例による。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


